
保険証廃止後の医療機関の受診方法

　マイナポータルでは登録されているご自身の健康保険証情報
を確認することができます。万が一、正しい情報が登録されて
いない場合は、マイナンバーカードで医療機関を受診すること
ができなくなってしまいますので、ご自身の健康保険証情報の
確認を行っておきましょう。
　登録されている情報に間違いがある場合には、すぐに健康保
険組合までご連絡ください。

マイナポータル　　　検索

「最新の健康保険証

情報の確認」の

バナーをタップ

マイナポータルで保険証情報を確認できます

　令和６年12月 2日に現在の保険証が廃止さ
れ、医療機関の受診方法はマイナンバーカー
ドで行うことが基本となります。保険証廃止ま
でに、マイナンバーカードで受診できるように、
マイナポータルで保険証利用の申し込みを済
ませておきましょう。まだマイナンバーカード
の交付を受けていない方は、お早めに交付を
受けてください。なお、保険証廃止後も一定
期間はすでに交付されている保険証が引き続
き使えます。
　また、マイナンバーカードの交付を受けて
いないなど、マイナンバーカードを使って受診
することができない方には当分の間は健康保
険の「資格確認書」が交付され、資格確認書
で医療機関を受診することが可能です。

令和６年 12月 2日に保険証が廃止されます。
医療機関の受診はマイナンバーカードが基本になります。

医療機関の受診方法が
マイナンバーカードに一本化されます

マイナンバーカードを使って受診し
ます。受診前にマイナポータルでマ
イナンバーカードを保険証として利
用するための「利用申し込み」を
行います（初回のみ）。

経過措置として、保険証廃止後も
すでに交付されている保険証につ
いて一定期間はそのまま利用でき
ます。

資 格 確 認 書
マイナンバーカードの交付を受けていない方や、マイナ
ポータルで保険証の利用申し込みを行っていない方には、
健康保険の「資格確認書」の交付が定められています。
※資格確認書の形状等は未定です。

現在の保険証

マイナンバーカード（マイナ保険証）

医療機関の
窓口では

カードリーダーで
受け付けを
行います。

保険証情報の確認はマイナポータ
ルへのログインが必要です。
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